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はじめに 

 

本報告書は，行政機関が行う政策の評価に関する法律（平成１３年法律第８６号）

第６条第１項の規定により作成した法務省政策評価に関する基本計画（平成２６年

４月２５日決定。平成２７年４月１７日改定）に基づき，本年度実施した事前評価

の結果を取りまとめたものである。 

なお，本報告書の作成に当たっては，政策評価懇談会委員の意見等を参考とした。 
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政 策 体 系 

基本政策 

 政策 

  施策 

Ⅰ 基本法制の維持及び整備 

 

１ 基本法制の維持及び整備（事前規制型社会から事後チェック・救済型社会への転換，社会経済構

造の変革に対応した基本法制の維持及び整備を行う。） 

 

 

(1) 社会経済情勢に対応した基本法制の整備（情報化・国際化等の取引社会の変化に対応した民

事基本法制の整備及び社会経済情勢により変化する犯罪状況に的確に対応することができる

刑事基本法制の整備により，国民が豊かな創造性とエネルギーを発揮する社会の実現と，我が

国の経済の活力の維持・向上に資するとともに，「事後チェック・救済型社会」の基盤を形成

し，社会の安定に資するものとする。） 

 ２ 司法制度改革の成果の定着に向けた取組（社会の複雑・多様化，国際化等がより一層進展する中

で，事前規制型社会から明確なルールと自己責任原則に貫かれた事後チェック・救済型社会への転

換を図り，自由かつ公正な社会を実現していくために，司法制度改革の成果の定着を図り，司法の

機能を充実強化する。） 

(1) 総合法律支援の充実強化（裁判その他の法による紛争の解決のための制度の利用をより容易

にするとともに，弁護士及び弁護士法人並びに司法書士その他の隣接法律専門職者のサービス

をより身近に受けられるようにするための総合的な支援の実施及び体制整備の充実強化を図

る。） 

(2) 法曹養成制度の充実（高度の専門的な法律知識，幅広い教養，豊かな人間性及び職業倫理を

備えた多数の法曹の養成及び確保その他の司法制度を支える体制を充実強化する。） 

(3) 裁判外紛争解決手続の拡充・活性化（国民の権利の適切な実現に資するため，紛争の当事者

がその解決を図るのにふさわしい手続を容易に選択できるよう，裁判外の紛争解決手続につい

て，その拡充及び活性化を図る。） 

(4) 法教育の推進（国民一人ひとりが，法や司法の役割を十分に認識し，法やルールにのっとっ

た紛争の適正な解決を図る力を身に付けるとともに，司法の国民的基盤の確立を図るため，法

教育を推進する。） 

３ 法務に関する調査研究（内外の社会経済情勢を的確に把握し，時代の要請に適応した基本法制の
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整備・運用等に資するよう，法務に関する総合的・実証的な調査研究を行う。） 

 (1) 社会経済情勢を踏まえた法務に関する調査研究の計画的実施と提言（内外の社会経済情勢を

踏まえた研究題目の選定，国内外の情勢の調査研究の計画的実施と必要な刑事政策上の提言を

行う。） 

Ⅱ 法秩序の確立による安全・安心な社会の維持（犯罪被害者等のための施策及び再犯防止対策を含む。）

 

４ 検察権の適正迅速な行使（国家刑罰権の適正かつ迅速な実現により，社会の平和を保持し，個人

及び公共の福祉を図る。） 

 

(1) 適正迅速な検察権の行使（刑事事件について捜査及び起訴・不起訴の処分を行い，裁判所に

法の正当な適用を請求し，裁判の執行を指揮監督するなどの権限を適正迅速に行使する。） 

(2) 検察権行使を支える事務の適正な運営（検察活動が社会情勢の推移に即応して有効適切に行

われるようにするため，検察運営の全般にわたって改善を加え，検察機能のより一層の強化を

図る。） 

 ５ 矯正処遇の適正な実施（被収容者の改善更生及び円滑な社会復帰を図るため，適正な矯正処遇を

実施する。） 

 

(1) 矯正施設の適正な保安警備及び処遇体制の整備（矯正施設の適正な管理運営を維持するた

め，各種警備用機器の整備・開発の推進及びその効果的な活用等を図るとともに，研修，訓練

等を通じて職員の職務執行力の向上を図る。） 

(2) 矯正施設における収容環境の維持及び適正な処遇の実施（被収容者の改善更生及び円滑な社

会復帰を図るため，被収容者の個々の状況に応じて，収容環境の維持を含めた適切な処遇を実

施する。） 

(3) 矯正施設の適正な運営に必要な民間委託等の実施（職員の業務負担の軽減を図るとともに，

矯正処遇の充実を図るため，民間委託等を実施する。） 

６ 更生保護活動の適切な実施（犯罪をした者及び非行のある少年の社会内における改善更生を図る

とともに，犯罪の予防を目的とした国民の活動を促進する。） 

 (1) 保護観察対象者等の改善更生等（保護観察対象者等の再犯防止及び改善更生のため，社会内

において適切な処遇を行うとともに，犯罪や非行のない地域社会作りのため，犯罪予防を目的

とした国民の活動を促進する。） 

(2) 医療観察対象者の社会復帰（心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の社会復帰を促

進するため，医療観察対象者に対する地域社会における処遇の適正かつ円滑な実施を確保す

る。） 

７ 破壊的団体等の規制に関する調査等を通じた公共の安全の確保を図るための業務の実施（公共の
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安全の確保を図るため，破壊的団体の規制に関する調査及び処分の請求並びに無差別大量殺人行為

を行った団体の規制に関する調査，処分の請求及び規制措置を行う。） 

 (1)  破壊的団体及び無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する調査等（公共の安全の確

保を図るため，破壊的団体の規制に関する調査及び処分の請求並びに無差別大量殺人行為を行

った団体の規制に関する調査，処分の請求及び規制措置を行うとともに，その調査の過程で得

られる情報を関係機関及び国民に適時適切に提供する。） 

８ 破壊的団体等の規制処分の適正な審査・決定（公共の安全の確保に寄与するために行う破壊的団

体及び無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関し適正な審査及び決定を行う。） 

 (1) 破壊的団体及び無差別大量殺人行為を行った団体の規制処分の適正な審査・決定（破壊的団

体及び無差別大量殺人行為を行った団体に対する規制処分に関し，適正な審査及び決定を行

う。） 

Ⅲ 国民の権利擁護 

 

９ 国民の財産や身分関係の保護（経済活動や社会活動に不可欠である財産上及び身分上の権利を適

切に保全するための法制度を整備するとともに，円滑な運営を行う。） 

 

 

(1) 登記事務の適正円滑な処理（不動産取引の安全と円滑，会社・法人等に係る信用の維持等を

図るとともに，登記に関する国民の利便性を向上させるため，登記事務を適正・円滑に処理す

る。） 

(2) 国籍・戸籍・供託事務の適正円滑な処理（我が国における身分関係の安定及び国民の権利の

保全を図るため，国籍・戸籍・供託に関する法制度を整備し，これを適正・円滑に運営する。）

(3) 債権管理回収業の審査監督（暴力団等反社会的勢力が参入することなどを防止し，適正な債

権管理回収業務を実施させるため，債権管理回収業の許可について厳格な審査を行うととも

に，債権回収会社の業務の適正な運営を確保するため，債権回収会社に対して立入検査を中心

とした監督を行う。） 

 10 人権の擁護（人権の擁護に関する施策を総合的に推進する。） 

 

 

(1)  人権尊重思想の普及高揚並びに人権侵害による被害の救済及び予防（人権が尊重される社

会の実現に寄与するため，人権尊重思想の普及高揚並びに人権侵害による被害の救済及び予防

を図るなど，国民の人権の擁護を積極的に行う。） 

Ⅳ 国の利害に関係のある争訟の統一的かつ適正な処理 

 11 国の利害に関係のある争訟の統一的かつ適正な処理（国民個人の権利・利益と国の正当な利益と

の間における争訟に対して，統一的に対処し適正な調和を図る。） 
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(1) 国の利害に関係のある争訟の適正・迅速な処理（国民の期待に応える司法制度の実現に寄与

するため，国の利害に関係のある争訟を適正・迅速に処理する。） 

Ⅴ 出入国の公正な管理 

 

12 出入国の公正な管理（出入国管理行政を通じて国際協調と国際交流の増進を図るとともに，不法

滞在者等を生まない社会を構築する。） 

  

(1)  円滑な出入国審査及び不法滞在者等対策の推進（我が国の国際交流の推進及び観光立国実

現のため，円滑な出入国審査の実施を推進するとともに，安全・安心な社会の実現のため，不

法滞在者等対策を推進する。） 

Ⅵ 法務行政における国際化対応・国際協力 

 

13 法務行政における国際化対応・国際協力（外国関係機関との連携等を通じて，法務行政の国際化

や諸外国への協力に適切に対応する。） 

  (1) 法務行政の国際化への対応（国際化する法務行政の円滑な運営を図る。） 

(2) 法務行政における国際協力の推進（国際連合と協力して行う研修や法制度整備支援等を通じ

て，支援対象国であるアジア等の開発途上国に，「法の支配」と良い統治（グッド・ガバナン

ス）を確立させ，その発展に寄与するとともに，我が国の国際社会における地位の向上等に資

するため，法務省が所掌事務に関連して有する知見等を他国に提供するなどの国際協力を推進

する。） 

Ⅶ 法務行政全般の円滑かつ効率的な運営 

 

14 法務行政全般の円滑かつ効率的な運営（説明責任の履行，透明性の確保，人的物的体制の整備確

立等を通じて，法務行政を円滑かつ効率的に運営する。） 

  (1) 法務行政に対する理解の促進（法務行政を国民に開かれた存在にし，その理解の促進を図

る。） 

 

 

(2) 施設の整備（司法制度改革の推進や治安情勢の変化に伴って生じる新たな行政需要等を踏ま

え，十分な行政機能を果たすことができるよう，執務室等の面積が不足している施設や，長期

間の使用により老朽化した施設等について所要の整備，防災・減災対策を行う。） 

 

 

(3) 法務行政の情報化（国民の利便性，行政サービスの向上を図るため，法務行政手続の情報化

を推進するとともに，法務省で運用する情報システムについて，政府全体で取り組んでいる業

務・システムの最適化を図り，業務及び情報システムの効率化を推進する。） 

 

 

(4) 職員の多様性及び能力の確保（社会経済情勢の変動に適切に対応するため，職員の多様性を

確保し，能力の開発・向上を図る。） 
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平成29年度事前評価実施結果報告書

１．施策名等

施 策 名 社会経済情勢を踏まえた法務に関する調査研究の計画的実施と提言（第

５回犯罪被害実態(暗数)調査）

政 策 体 系 上 法務に関する調査研究

の 位 置 付 け （Ⅰ－３－(１)）

施 策 の 概 要 内外の社会経済情勢を踏まえた研究題目の選定，国内外の情勢の調査研

究の計画的実施と必要な刑事政策上の提言を行う。

政策評価実施時期 平成29年８月 担 当 部 局 名 法務総合研究所総務企画部

企画課

評 価 方 式 事業評価方式

２．事業等の内容

（１）課題・ニーズ

効果的な刑事政策を考える場合，その前提として，犯罪情勢を正確に把握することが

不可欠である。そのための方法としては，①警察等の公的機関に認知された犯罪件数を

集計する方法(受理統計)と，②受理統計によっては把握できない「暗数」，すなわち，

認知件数と実際に発生している事件数との間の差を，一般国民を対象としたアンケート

によって調査する方法(暗数調査)がある。

認知件数と暗数は，犯罪情勢を知る上で表裏一体のものであり，お互いを相補う形で

活用することによって，効果的な被害者施策，特定の犯罪類型の被害実態把握に基づく

効果的な犯罪予防対策などを考えることができる。

従前，法務総合研究所では，国連が1989年以降，世界規模で定期的に実施していた暗

数調査である国際犯罪被害実態調査(International Crime Victimization Survey, ICV

S)の第４回（2000年）に参加する形で，第１回調査（2000年（平成12年））を実施し，

その結果を犯罪白書(平成12年版)*1
及び研究部報告(10，18)

*2
で公表し，その後も，４年

に１回のサイクルで第２回調査(2004年(平成16年))，第３回調査(2008年(平成20年))，

第４回調査(2012年(平成24年))を実施して，従前同様，犯罪白書(平成16年版，20年版，

24年版)
*3
及び研究部報告(29，41，49)

*4
で公表してきた。また，第５回ICVS（2004年）

に参加した30の国・地域の間の国際比較については，先進国14か国を中心とした詳細な

分析を研究部報告(39)
*5
で公表した。

暗数調査は，定期的に実施して初めて認知件数及び暗数相互の経年比較が可能となる

ため，一定の周期で継続的に行うことが重要であり，既に第４回調査から５年が経過し

ていることから，できるだけ早期に実施する必要がある。

なお，暗数調査は，どのような犯罪が，実際どのくらい発生しているかという実態を

調べるもので，一般国民から無作為抽出した調査対象者に対する調査結果に基づき，犯

罪被害率を統計的に推定する。暗数調査は，サンプル調査の結果から全体を推計するた

め，統計的なサンプル誤差をできるだけ小さくする必要性から，サンプル数はある程度

多いことが望ましいとされている。

参考として，暗数調査の先進国である米国では，ICVSが開始される以前の1972年に全

国犯罪被害実態調査(National Crime Victimization Survey, NCVS)が開始され，以後

毎年実施されている(2014年調査では，サンプル数約90,000世帯，約160,000人)。また，

英国では1982年に，英国犯罪被害実態調査(British Crime Survey, BCS)が開始され，

おおむね隔年実施であったが，2001年以降は毎年実施され，その後，名称はイングラン

ド及びウェールズ犯罪被害実態調査(Crime Survey for England and Wales, CSEW)に変

更され，サンプル数も約50,000世帯と当初(11,000人)よりも大幅に増えている。これら
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の国々では，全国規模で，地域別に多くのサンプルを抽出する調査を行っているので，

下記(２)の目標に加えて，犯罪被害に遭遇する危険性に関する情報を提供すること(地

域別，罪種別，犯行の手口別，被害者の属性別の犯罪被害情報の提供)なども，目的の

一つに掲げられている。

（２）目的・目標

本研究の目的は，国際犯罪被害実態調査による国際標準の調査項目を使用した調査を

実施し，これまでの犯罪被害実態（暗数）調査結果との経年比較等を行うことなどによ

り，我が国の犯罪被害の実態を明らかにし，有効で適切な犯罪被害防止施策等の施策の

在り方を検討するための基礎資料を省内，警察等の関係省庁及び大学等の研究機関に提

供することであり，具体的には，下記の事項を予定している。

①警察に届けられなかった犯罪の種類及び件数等を推定すること(受理統計と実態と

の違いを把握する)。

②犯罪被害者と被害の実態に関する詳細な情報を入手すること。

③犯罪動向に関する経年比較データ(定点観測データ)を収集すること。

④治安等に関する国民の意識を明らかにすること。

⑤犯罪被害実態に関する情報を関係機関・市民等に提供すること。

（３）具体的内容

ア 研究期間

平成30年度の１か年

イ 研究内容

（ア）調査対象者

全国から16歳以上の者を層化二段無作為抽出法*6
（第３回調査同様に男女同数で

合計6,000人を抽出する予定）により抽出する。

（イ）調査項目

第４回調査で用いた国際標準の調査項目（「犯罪被害の有無及び実情」，「犯罪被

害の申告及び警察に対する認識」，「犯罪・防犯に関する認識及び態度」等に関す

るもの)を使用する。また，我が国に特有の必要性のある事項については，上記国

際標準の調査項目とは別に，調査事項とする。

ウ 調査方法

調査に係る費用の予算措置が適切になされることを前提に，上記調査項目を記載し

た質問票を用い，調査員が対象者から個別に聴取して調査を行う。なお，調査の実施

及び基礎集計データベースの作成は，民間業者に委託して行う。

エ 分析方法

犯罪被害実態については，過去の調査項目と比較しながら，世帯犯罪被害（乗り物

関係の被害，不法目的侵入等）及び個人犯罪被害（強盗，性的事件等）の被害態様，

年齢，就業状況，都市規模等の視点から分析する。

３．評価手法等

外部有識者等で構成される研究評価検討委員会（学者委員７名，法務省の他部局員４

名の計11名により構成）において，本研究の上記目的の是非及び達成の見込みについて

検証した上，評価基準（別紙１）第４の１に掲げる各評価項目について４段階（Ａから

Ｄ）で評価を行い，各評価に応じた評点を付すものとし，その評点の合計点に応じて，

本研究の効果について判定する。

４．評価の内容

本研究について，平成29年４月19日に実施された研究評価検討委員会の結果を踏まえ，

評価基準第４の１に掲げる各評価項目について，次のとおり評価を行った（各評価項目
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の評点は別紙２のとおりである。）。

（必要性の評価項目）

今回で５回目となる犯罪被害実態調査を行い，これまでの結果も参照して経年比較を

行うことは，実態に即した刑事に関する施策の検討のための重要な基礎資料としての意

義がある。また，犯罪被害者等基本計画においては，これまで法務省における犯罪被害

実態調査に関する必要性について言及しており， 新の「第３次犯罪被害者等基本計画」
*7

(平成28年４月１日から平成32年度末)においても「法務省における犯罪被害の動向・犯

罪被害者に関する施策の調査」(施策番号212)が盛り込まれている。以上から，本研究

は，法務省の施策と密接に関連する研究で，実施の必要性が極めて高いものである。さ

らに，本研究は，国連機関の指導の下で標準化された質問票を用いて行われる５回目の

研究であり，これまでの研究との経年比較及び国際的な比較という点で，他の研究機関

では代替する研究の実施は困難である。暗数調査は，定期的に実施して初めて認知件数

及び暗数相互の経年比較が可能となるため，一定の周期で継続的に行うことが重要であ

り，既に第４回調査から５年が経過していることから，できるだけ早期に実施する必要

がある。なお，研究評価検討委員会における必要性を評価する３項目の評点は，30点中

30点である。

（効率性の評価項目）

調査対象者は，層化二段無作為抽出法により，約400か所の地点から全国の16歳以上

の男女6,000人を抽出する予定であり，適切に代表性を確保した上，分析に十分な標本

数が得られる見込みである。こうしたことから，研究の趣旨・目的に照らし，調査対象

の設定は非常に適切である。また，刑事司法分野の実務家である法務省法務総合研究所

の研究官が策定した調査計画に基づき，調査実施を委託した民間調査専門会社が調査を

実施し，得られた調査結果を，統計学的に妥当な手法を用いて，法務省法務総合研究所

の研究官が分析するものであり，研究の実施体制・手法は適切である。さらに，全国に

またがる対象者からの聞き取り調査及びその集計は，研究官等が自ら行うことが困難で

あることから，一般競争入札の手続を経て費用の削減に努めた上で，専門の調査業者に

委託して実施する。集計されたデータの分析は，研究官等が既存の設備，備品等を活用

して行い，特別な支出を要しない手法を採用する。なお，これまでの４回の犯罪被害実

態調査のうち第４回調査に限り，予算上の制約により，やむなく従来の訪問調査方式に

代えて郵送調査方式をとったところ，同調査は費用面では安価であったものの，回収率

が大きく下落した上，複数の設問において，「分からない」との回答が25％を超えたり，

無回答が62.5％を記録するなどの回答の質的劣化が認められ，分析や経年比較に困難を

来たしたことから，本研究では，従来から実施してきた訪問調査方式を採用した。犯罪

被害実態調査を継続的に行う重要性に鑑みて，本研究で採用する研究手法は費用対効果

の観点から，十分に合理的なものとなる見込みである。なお，研究評価検討委員会にお

ける効率性を評価する３項目の評点は，30点中30点である。

（有効性の評価項目）

犯罪被害の認知件数では把握されない犯罪の実態や被害申告率が低い犯罪の種類等の

犯罪被害実態（暗数）調査の結果は，研究部報告や犯罪白書を通じて定期的に公表する

ことにより，刑事政策の立案を担当する部局の担当者に立案の基礎資料として活用され

たり，大学の研究者による刑事政策に係る研究等において利用されるなど，今後も多様

な場面において，大いに利用されることが見込まれている。なお，研究評価検討委員会

における有効性を評価する１項目の評点は，10点中10点である。

（総合評価）

以上のとおり，本研究は，必要性，効率性及び有効性のいずれの観点からも高く評

価することができ，研究評価検討委員会における評点の合計点は，70点中70点である

ことから，評価基準第３の３に基づき，「大いに効果があることが見込まれる」と認め
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*1 平成12年版犯罪白書（http://hakusyo1.moj.go.jp/jp/41/nfm/mokuji.html）

*2 研究部報告10（http://www.moj.go.jp/housouken/housouken03_00045.html）

研究部報告18（http://www.moj.go.jp/housouken/housouken03_00037.html）

*3 平成16年版犯罪白書（http://hakusyo1.moj.go.jp/jp/48/nfm/mokuji.html）

平成20年版犯罪白書（http://hakusyo1.moj.go.jp/jp/55/nfm/mokuji.html）

平成24年版犯罪白書（http://hakusyo1.moj.go.jp/jp/59/nfm/mokuji.html）

*4 研究部報告29（http://www.moj.go.jp/housouken/housouken03_00022.html）

研究部報告41（http://www.moj.go.jp/housouken/housouken03_00011.html）

研究部報告49（http://www.moj.go.jp/housouken/housouken03_00066.html）

*5 研究部報告39（http://www.moj.go.jp/housouken/housouken03_houkoku39.html）

*6 行政単位（都道府県・市町村）と地域によって全国をいくつかのブロックに分類し（層化），各層に調

査地点を人口に応じて比例配分し，国勢調査における調査地域及び住民基本台帳を利用して（二段），各

地点ごとに一定のサンプル抽出を行うもの。

*7 「第３次犯罪被害者等基本計画（平成28年４月１日閣議決定）」

Ⅴ－第４－２－（３）法務省における犯罪被害の動向・犯罪被害者に関する施策の調査

法務省において，性犯罪被害者，子供，障害者，外国人等の犯罪被害者の特性に応じた被害実態の

調査・分析を実施する方向での検討も含め，各種犯罪による被害の動向及び犯罪被害者に関する各種

施策についての調査を行う。

られる。

５．学識経験を有する者の知見の活用

（１）実施時期

平成29年８月７日～21日

（２）実施方法

持ち回り審議

（３）意見及び反映内容の概要

なし

６．施策に関係する内閣の重要政策（施政方針演説等のうち主なもの）

○「第３次犯罪被害者等基本計画」(平成28年４月１日閣議決定)

施策番号212 法務省における犯罪被害の動向・犯罪被害者に関する施策の調査

７．政策評価を行う過程において使用した資料その他の情報

なし

８．備考
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研究評価検討委員会における評価基準 

 

第１ 目的 

本評価基準は，研究評価検討委員会が法務省法務総合研究所研究部が実施する特別

研究（以下「研究」という。）に関する評価を実施するに当たって，同委員会におけ

る研究の評価の観点を明らかにし，より客観的な研究の評価の実施に資することを目

的とする。 

第２ 適用対象 

本評価基準は，法務省の政策評価の対象となった研究の評価を実施する場合に適用

する。ただし，当該研究の実施方法等に鑑み，本評価基準で評価することが適当でな

いと研究評価検討委員会が認める研究については，本評価基準とは別の基準で評価を

実施することができるものとする。 

第３ 評価の実施方法 

本評価基準を用いての評価方法は以下のとおりとする。 

 １ 評価対象の研究に関し，研究の実施前（事前評価）及び研究の実施後（事後評価）

に，「第４ 評価項目」の「１ 事前評価」及び「２ 事後評価」に掲げる各評価項

目について評価を行うものとする。 

 ２ 各項目の評価は４段階（ＡからＤ）で行い，各評価に応じて，以下のとおり評点を

付すものとする。 

Ａ…評点 10 点 

Ｂ…評点７点 

Ｃ…評点５点 

Ｄ…評点０点 

 ３ 各評価項目で付された評点を合計した点数に応じて，評価対象の研究の効果を以下

のとおり判定する。 

合計点 56 点以上      … 大いに効果があった。 

合計点 49 点以上 56 点未満 … 相当程度効果があった。 

合計点 35 点以上 49 点未満 … 効果があった。 

合計点 35 点未満         … あまり効果がなかった。 

 ４ 研究評価検討委員会の各委員は，法務総合研究所に対し，本評価基準による評価の

実施に必要な資料等を求めることができるものとする。 

第４ 評価項目 

 １ 事前評価 

   評価対象の研究に関し，以下の項目について評価を実施する。 

 (1) 法務省の施策に関連して必要なものか（評価項目番号１）。 

ア 評価の観点【主に研究の必要性】 

法務省の施策においては，犯罪防止，犯罪者処遇を含め，我が国の刑事政策の

適切な策定運用が求められるが，この観点から，法務省の施策に関連するもので

あれば，当該研究の必要性は高いと認められることから，この点を評価する。 

イ 評価の基準 
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以下の基準により，評価する。 

Ａ…法務省の重要な施策に密接に関連する研究であり，実施の必要性が極めて高

い。 

Ｂ…法務省の重要な施策に関連し，又は，法務省の施策に密接に関連する研究で

あり，実施の必要性が高い。 

Ｃ…法務省の施策に関連する研究であり，実施の必要性がある。 

Ｄ…法務省の施策に関連しない研究であり，実施の必要性が乏しい。  

(2) 代替性のない研究であるか（評価項目番号２）。 

ア 評価の観点【主に研究の必要性】 

当該研究が，他の研究機関で実施できないものであれば，当該研究は法務省で

行う必要性が高い上，研究の価値，効果も高いといえることから，この点を評価

する。 

イ 評価の基準 

以下の基準により，評価する。 

Ａ…他の研究機関では代替する研究の実施が著しく困難である。 

Ｂ…他の研究機関では代替する研究の実施が困難である。 

Ｃ…他の研究機関でも類似の研究を実施可能であるが，代替性があるとまではい

えない。 

Ｄ…他の研究機関でも同程度の研究が実施可能である。 

(3) 早期に研究を実施すべきテーマであるか（評価項目番号３）。 

ア 評価の観点【主に研究の必要性】 

研究テーマが，刑事政策上の課題となっているなど，早期に研究を実施すべき

ものであれば，当該研究の必要性が高く認められることから，この点を評価する。 

イ 評価の基準 

以下の基準により，評価する 

Ａ…早期に研究を実施する必要性が極めて高いテーマである。 

Ｂ…早期に研究を実施する必要性が高いテーマである。 

Ｃ…早期に研究を実施する必要性がそれほど高くはないテーマである。 

Ｄ…早期に研究を実施する必要性がないテーマである。 

  (4) 研究における調査対象の設定が適切であるか（評価項目番号４）。 

ア 評価の観点【主に研究の効率性】 

研究の趣旨・目的に沿った研究成果を効率的に得る上で，調査対象の設定（調

査対象及びその範囲のほか，研究の性質によっては，調査対象件数や期間の設定

等を含む。）が適切になされることが重要であることから，この点を評価する。 

イ 評価の基準 

以下の基準により，評価する。 

Ａ…研究の趣旨・目的に照らし，調査対象の設定は非常に適切なものとなる見込

みである。 

Ｂ…研究の趣旨・目的に照らし，調査対象の設定は適切なものとなる見込みであ

る。 
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Ｃ…研究の趣旨・目的に照らし，調査対象の設定はおおむね適切なものとなる見

込みである。 

Ｄ…研究の趣旨・目的に照らし，調査対象の設定は適切ではないものとなる見込

みである。 

(5) 研究の実施体制・手法が適切であるか（評価項目番号５）。  

ア 評価の観点【主に研究の効率性】 

当該研究が効率的になされるためには，専門性のある者等による適切な研究実

施体制の下で，信用性のあるデータが収集され，信頼性のある手法で多様な視点

から分析が行われるなど，研究の実施体制・手法が適切であることが必要である

から，この点を評価する。 

イ 評価の基準 

以下の基準により，評価する。 

Ａ…研究の趣旨・目的に照らし，研究の実施体制・手法は非常に適切なものとな

る見込みである。 

Ｂ…研究の趣旨・目的に照らし，研究の実施体制・手法は適切なものとなる見込

みである。 

Ｃ…研究の趣旨・目的に照らし，研究の実施体制・手法はおおむね適切なものと

なる見込みである。 

Ｄ…研究の趣旨・目的に照らし，研究の実施体制・手法は適切ではないものとな

る見込みである。 

(6) 研究手法が費用対効果の観点から合理的であるか（評価項目番号６）。 

ア 評価の観点【主に研究の効率性】 

当該研究が効率的であるためには，データ・資料の入手その他の研究手法が，

当該研究の趣旨・目的に沿った成果を達成する観点から，合理的な範囲の費用支

出にとどまるものであることが重要であることから，この点を評価する。 

イ 評価の基準 

以下の基準により，評価する。 

Ａ…研究手法は費用対効果の観点から，十分に合理的なものとなる見込みである。 

Ｂ…研究手法は費用対効果の観点から，合理的なものとなる見込みである。   

Ｃ…研究手法は費用対効果の観点から，おおむね合理的なものとなる見込みであ

る。 

Ｄ…研究手法は費用対効果の観点から，合理性を欠くものとなる見込みである。 

(7) 法令・施策の立案，事務運用の改善等の検討や大学の研究等に利用されたか（評

価項目番号８）。 

ア 評価の観点【主に研究の有効性】 

当該研究の成果物が，法務省を始めとする行政機関等において法令・施策の立

案，事務運用の改善等の検討に利用され，又は，大学での研究その他の場で広く

利用されることは，当該研究が法務省の施策等に直接又は間接に役立ち得ること

を明らかにするとともに，広くは，国民の刑事政策への理解協力，ひいては犯罪

防止や犯罪者処遇の改善等につながるものであることから，この点を評価する。 
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イ 評価の基準 

以下の基準により，評価する。 

Ａ…法令・施策の立案，事務運用の改善等の検討や，大学の研究等に大いに利用

される見込みである。 

Ｂ…法令・施策の立案，事務運用の改善等の検討や，大学の研究等に利用される

見込みである。 

Ｃ…法令・施策の立案，事務運用の改善等の検討や，大学の研究等に多少利用さ

れる見込みである。 

Ｄ…法令・施策の立案，事務運用の改善等の検討や，大学の研究等に利用される

見込みが乏しい。 

２ 事後評価 

評価対象の研究に関し，以下の項目について評価を実施する。 

(1) 法務省の施策等に関連して必要なものであるか（評価項目番号１）。 

ア 評価の観点【主に研究の必要性】 

法務省の施策においては，犯罪防止，犯罪者処遇を含め，我が国の刑事政策の

適切な策定運用が求められるが，実際の研究成果が，現に，この観点から，法務

省の施策に関連するものであれば，当該研究の必要性は高かったと認められるこ

とから，この点を評価する。 

イ 評価の基準 

以下の基準により，評価する。 

Ａ…現に法務省の重要な施策に密接に関連する研究であり，実施の必要性が極め

て高かった。 

Ｂ…現に法務省の重要な施策に関連し，又は，法務省の施策に密接に関連する研

究であり，実施の必要性が高かった。 

Ｃ…現に法務省の施策に関連する研究であり，実施の必要性があった。 

Ｄ…現に法務省の施策に関連しない研究であり，実施の必要性が乏しかった。 

  (2) 代替性のない研究であるか（評価項目番号２）。 

ア 評価の観点【主に研究の必要性】 

当該研究が，他の研究機関で現に実施されておらず，実施された研究の成果が

他では得られないものであれば，当該研究は法務省で行う必要性が高かったと認

められる上，研究の価値，効果も高いといえることから，この点を評価する。  

イ 評価の基準 

以下の基準により，評価する。 

Ａ…他の研究機関では代替する研究が現に実施されておらず，今後その見込みも

乏しい。 

Ｂ…他の研究機関では代替する研究が現に実施されていない。 

Ｃ…他の研究機関でも類似の研究が実施されたが，研究成果において代替性があ

るとまではいえなかった。 

Ｄ…他の研究機関でも同程度の研究が実施された。 

(3) 研究における調査対象の設定が適切であるか（評価項目番号４）。 
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ア 評価の観点【主に研究の効率性】 

実施された研究において，研究の趣旨・目的に沿った研究成果を効率的に得る

上で，調査対象の設定（調査対象及びその範囲のほか，研究の性質によっては，

調査対象件数や期間の設定等を含む。）が適切になされたことが重要であること

から，この点を評価する。 

イ 評価の基準 

以下の基準により，評価する。 

Ａ…研究の趣旨・目的に照らし，調査対象の設定は非常に適切であった。 

Ｂ…研究の趣旨・目的に照らし，調査対象の設定は適切であった。 

Ｃ…研究の趣旨・目的に照らし，調査対象の設定はおおむね適切であった。 

Ｄ…研究の趣旨・目的に照らし，調査対象の設定は適切ではなかった。 

(4) 研究の実施体制・手法が適切であるか（評価項目番号５）。 

ア 評価の観点【主に研究の効率性】 

当該研究が効率的になされたと評価するためには，専門性のある者等による適

切な研究実施体制の下で，信用性のあるデータが収集され，信頼性のある手法で

多様な視点から分析が行われたなど，研究の実施体制・手法が適切であったこと

が必要であるから，この点を評価する。 

イ 評価の基準 

以下の基準により，評価する。 

Ａ…研究の趣旨・目的に照らし，研究の実施体制・手法は非常に適切であった。 

Ｂ…研究の趣旨・目的に照らし，研究の実施体制・手法は適切であった。 

Ｃ…研究の趣旨・目的に照らし，研究の実施体制・手法はおおむね適切であった。 

Ｄ…研究の趣旨・目的に照らし，研究の実施体制・手法は適切ではなかった。 

(5) 研究手法が費用対効果の観点から合理的であるか（評価項目番号６）。 

ア 評価の観点【主に研究の効率性】 

当該研究が効率的であるためには，実施された研究において，データ・資料の

入手その他の研究手法が，当該研究の趣旨・目的に沿った成果を達成する観点か

ら，合理的な範囲の費用支出にとどまるものであったことが重要であることから，

この点を評価する。 

イ 評価の基準 

以下の基準により，評価する。 

Ａ…研究手法は費用対効果の観点から，十分に合理的なものであった。 

Ｂ…研究手法は費用対効果の観点から，合理的なものであった。   

Ｃ…研究手法は費用対効果の観点から，おおむね合理的なものであった。 

Ｄ…研究手法は費用対効果の観点から，合理性を欠くものであった。 

(6) 研究の成果物は分かりやすいものであるか（評価項目番号７）。 

ア 評価の観点【主に研究の有効性】 

当該研究の成果物の文書構成が適当であり，また，図表等による視覚的な配慮

や平易な用語の使用などによって分かりやすいものになっていることは，実際に

法務省やその他の場における利用状況に影響を与えるものであることから，この
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点を評価する。 

イ 評価の基準 

以下の基準により，評価する。 

Ａ…実務家にとっても，研究の成果を利用し得る実務家以外の者にとっても分か

りやすい。 

Ｂ…実務家にとって分かりやすい。 

Ｃ…実務家にとっておおむね分かりやすい。 

Ｄ…実務家にとっても理解に時間を要する。 

(7) 法令・施策の立案，事務運用の改善等の検討や大学の研究等に利用されたか（評

価項目番号８）。 

ア 評価の観点【主に研究の有効性】 

当該研究の成果物が，法務省を始めとする行政機関等において法令・施策の立

案，事務運用の改善等の検討に利用され，又は，大学での研究等その他の場で広

く利用されたことは，当該研究が法務省の施策等に直接又は間接に役立ち得るこ

とを明らかにするとともに，広くは，国民の刑事政策への理解協力，ひいては犯

罪防止や犯罪者処遇の改善等につながるものであることから，この点を評価する。

なお，当該研究の性質上，評価実施時期までに利用されていなくても，中長期的

に見て利用される見込みが認められるものについては，その有効性を認め得るこ

とから，評価に当たってこの点を加味することとする。 

イ 評価の基準 

以下の基準により，評価する。 

Ａ…法令・施策の立案，事務運用の改善等の検討や，大学の研究等に大いに利用

され，又は，今後大いに利用される見込みである。 

Ｂ…法令・施策の立案，事務運用の改善等の検討や，大学の研究等に利用され，

又は，今後利用される見込みである。 

Ｃ…法令・施策の立案，事務運用の改善等の検討や，大学の研究等に多少利用さ

れ，又は，今後多少利用される見込みである。 

Ｄ…法令・施策の立案，事務運用の改善等の検討や，大学の研究等に利用されず，

かつ，今後利用される見込みも乏しい。 
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平成29年度事前評価実施結果報告書

１．施策名等

施設の整備（大阪医療刑務所新営工事）施 策 名

法務行政全般の円滑かつ効率的な運営政 策 体 系 上

（Ⅶ－14－(2)）の 位 置 付 け

司法制度改革の推進や治安情勢の変化に伴って生じる新たな行政需要等施 策 の 概 要

を踏まえ，十分な行政機能を果たすことができるよう，執務室等の面積

が不足している施設や，長期間の使用により老朽化した施設等について

所要の整備，防災・減災対策を行う。

平成29年8月 大臣官房施設課政策評価実施時期 担 当 部 局 名

事業評価方式評 価 方 式

２．事業等の内容

（１）課題・ニーズ

既存施設は，旧耐震基準により建設された，昭和48年度築の建物であるが，当施設は

医療法上の病院に指定されているにもかかわらず，建物構造，医療上の建物設備及び必

要となる面積が不十分であることに加え，耐震性能の不足や経年による老朽化も著しく

なっており，医療刑務所として機能不備を抱えていることから，これらの改善が求めら

れている。

なお，現在，全国で４つの医療刑務所（八王子医療刑務所，岡崎医療刑務所，大阪医

療刑務所及び北九州医療刑務所）を設置しているところ，大阪医療刑務所は，主に西日

本の矯正施設における身体疾患等を抱えた被収容者の収容を行う医療専門施設であるこ

とから，西日本における矯正医療の基盤を強化するためにも整備の必要がある。

（２）目的・目標

現在地における全体改築を行い，機能不備の改善と併せて，老朽，面積不足という諸

問題も解消することにより，矯正医療業務の効率化及び品質の向上を図る。

（３）具体的内容

事業場所：大阪府堺市堺区田出井町8－80

事業時期：平成30年度から

延べ面積：16,285平方メートル

入居庁 ：大阪医療刑務所

３．評価手法等

「法務省大臣官房施設課における事業評価システム」のとおりである。

４．評価の内容

（１）事業計画の必要性に関する評点が100点以上であること（別添資料３ページ 。）

事業計画の必要性：117点

・既存施設は，医療刑務所として，建物構造，医療上の建物設備及び必要となる面積

が不十分であることに加え，耐震性能の不足や経年による老朽化が著しく進んでいる

状態にあることから，現状のままでは業務の遂行が著しく困難である。

（２）事業計画の合理性に関する評点が100点以上であること（別添資料４ページ 。）

事業計画の合理性：100点

・既存施設は，建物構造，医療上の建物設備及び必要となる面積が不十分であること

はもとより，耐震性能が不足している状態にあることから，大規模な増築及び耐震改

修を含む模様替えが必要となるところ，敷地内に増築可能なスペースがなく，増築や
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1 「他の案」*

現在地での耐震改修及び増築・模様替えを想定したもの

2 「基本機能（Ｂ１ 」* ）

耐震改修を含む模様替えによる整備手法を採用することができない。また，医療刑務

所である当施設の特殊性から整備期間中に他施設にて機能代替することができないた

め，同等の性能が確保できる他の案 は実現不可能である。
*1

（３）基本機能（Ｂ１）及び付加機能（Ｂ２）が適切に反映されているものを効果のある事

業計画とする。

ア 基本機能（Ｂ１） （別添資料５ページ ：133点
*2

）

・現予定地での新営整備は，周辺に道路及び鉄道等が整備され，良好なアクセスが確

保されており，好条件である。

イ 付加機能（Ｂ２）の評価 （別添資料６ページ）において，特に充実した取組（Ａ
*3

評価 ）及び充実した取組（Ｂ評価 ）が計画されており，付加機能が適切に反映され* *4 5

ていると評価できる。

(ｱ) Ａ評価の内訳（４項目）

①人権（地域住民の人権に配慮した建物計画，被収容者の人権に配慮した建物計

画，来庁者の人権に配慮した建物計画 ，②環境保全性（省エネ機器・システムの）

導入，自然エネルギーの活用，グリーン購入法の全面的な対応 ，③防災性（非常）

用飲料水の確保，停電対策，保管室の防火性能の確保）及び④保安性（保安性の確

保，被収容者の監視を容易にする工夫）に対して特に充実した取組が計画されてい

る。

(ｲ) Ｂ評価の内訳（１項目）

地域性（近隣施設との連携，周辺の都市環境への配慮）に対して充実した取組が

計画されている。

(ｳ) Ｃ評価の内訳（２項目）

①ユニバーサルデザイン及び②耐用・保全性に対して一般的な取組が計画されて

いる。

以上（１ （２）及び（３）より，新規採択事業としての要件を満たしていると評価），

できる。

５．学識経験を有する者の知見の活用

（１）実施時期

平成29年８月７日～21日

（２）実施方法

持ち回り審議

（３）意見及び反映内容の概要

〔意見〕

ＰＤＣＡという観点から見たとき，目的・目標が抽象的ではないか。

〔反映内容〕

御意見を踏まえ 「２．事業等の内容（１）課題・ニーズ」に追記した。，

６．施策に関係する内閣の重要政策（施政方針演説等のうち主なもの）

なし

７．政策評価を行う過程において使用した資料その他の情報

なし

８．備考
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3 「付加機能の評価」*

事業評価の効果（Ｂ２）に関する評価指標は 「国家機関の建築物及びその附帯施設の位置，規模及び，

構造に関する基準（平成６年12月25日付け建設省告示第2379号 」を満たしているものを「一般的な取組）

が計画されている （Ｃ評価）とし，これに付加して更なる取組を行っているものについて評価するもの」

である。なお，官庁施設の計画では，同基準に定める社会性，環境保全性，機能性及び経済性について

の基準を満たすことが必要とされている。

4 「Ａ評価」*

Ｂ評価に加えた取組が計画されていると評価される場合

5 「Ｂ評価」*

Ｃ評価に加えた取組が計画されていると評価される場合

基本性能（Ｂ１）が基準レベル（100点）以上のものを効果のある事業計画とする。
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○ 大阪医療刑務所

目的

○景観への配慮

・周囲の景観に調和した施設計画

○安全性の確保

・外部からの視線の制御

・保安管理体制の確保（逃走防止等への配慮）

・外部からの侵害行為に対する配慮

○面会待合室，面会室等の機能改善

の充実 ・面会室，待合室等の充実

○バリアフリー化

・障害者，高齢者，女性及び子供のための機能の充実

円滑な業務の遂行 ○調室，面接調査室等の機能改善

・調室，面接調査室等の充実

○執務室の充実

・執務室の面積不足の解消

医療施設機能の充実 ○施設機能の充実のための配慮

・医療の充実（被収容領域の整備）のための病棟への配慮

・他の刑事施設からの通所医療に対する機能・動線等の配慮

○医療設備の充実

・疾病の複雑化，多様化に対応できる医療設備の充実

被収容者の ○居室（単独室，共同室）の機能改善

処遇，生活環境の改善 ・居室（単独室，共同室）の採光，通風等良好な環境の確保

職員の執務環境の向上 ○機能改善

・執務スペースの充実

・ＩＴ化への対応

環境負荷の小さな ○周辺環境の配慮

施設づくり ・地域風土を考慮した計画

○ライフサイクルコストの低減，省エネ，省資源

・負荷の抑制

・自然エネルギーの利用

・エネルギー資源の有効利用

○環境負荷の少ない材料の選択

・自然材料の利用

・リサイクル材料の利用

フレキシビリティ ○施設のフレキシビリティの向上

の向上 ・構造体の長寿命化

（耐久性のある材料及び工法の採用）

・将来の施設変化への柔軟な対応

（将来対応スペースの確保）

（増築・改修の自由度の向上）

２ 整備方針

方針

矯
正
医
療
業
務
の
維
持
・
向
上

地域との調和

来訪者対応機能

（ライフサイクルコスト：施設の建設，維持管理，改修，取り壊しに必要な総費用）

2
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止
・
環

境
保

全
上
や
や
支
障

が
あ
る

自
然

条
件

に
災

害
防

止
，
環

境
保

全
上

著
し
い
支

障
が

あ
る

ア
ク
セ
ス
の
確
保

周
辺

に
道

路
・
鉄

道
等

が
整

備
済

み
整
備
の
見
込
あ
り

整
備

の
見

込
な
し

都
市
計
画
・
土
地
利
用
計
画
等
と
の
整
合
性

都
市
計
画
・
土
地
利
用
計
画
シ
ビ
ッ

ク
コ
ア
地

区
整

備
計

画
等

に
積

極
的

に
貢
献

都
市

計
画

等
と
整

合
条
件
整
備
に
よ
り
都
市
計
画
等
と
の

整
合
が
可
能

都
市

計
画

等
と
整

合
し
な
い

敷
地
形

状
敷

地
が

有
効

に
利

用
で
き
る
形

状
で
あ
り
，
安

全
・
円

滑
に
出

入
り
で
き

る
構

造
の

道
路

等
に
接

し
て
い
る

敷
地
が
有
効
に
利
用
で
き
る
形
状
で

は
な
い

安
全
・
円
滑
に
出
入
り
で
き
る
構
造

の
道

路
等

に
接

し
て
い
な
い

規
模

建
築

物
の

規
模

業
務

内
容

等
に
応

じ
，
適

切
な
規

模
が

設
定

さ
れ

，
敷

地
の

高
度

利
用

に
つ
い
て
配
慮
し
て
い
る

業
務

内
容

等
に
応

じ
，
適

切
な
規

模
が

設
定

さ
れ

て
い
る

規
模
と
業
務
内

容
等

と
の

関
連

が
不
明
確

規
模

未
定

敷
地

の
規

模
駐

車
場

，
緑

地
等

に
必

要
な
面

積
が

確
保

さ
れ

て
い
る

建
築

物
の

規
模

に
応

じ
適

切
な
規

模
と
な
っ
て
い
る

駐
車
場
等
の
確
保
に
支
障
が
あ
る

構
造

単
独

庁
舎

，
単

独
庁

舎
の

場
合

単
独

庁
舎

と
し
て
の

整
備

が
適

当
総

合
庁

舎
又

は
合

同
庁

舎
計

画
と

の
調

整
が

必
要

総
合

庁
舎

又
は

合
同

庁
舎

計
画

と
し
て
の

整
備

が
必

要
総
合
庁

舎

と
し
て
の

総
合
庁
舎
の
場
合

総
合
庁
舎
と
し
て
の
整
備
条
件
が

整
っ
て
い
る

総
合

庁
舎

と
し
て
の

整
備

条
件

が
整

っ
て
い
な
い

整
備
条

件

機
能

性
等

適
切

な
構

造
，
機

能
と
し
て
計

画
さ

れ
て
い
る

標
準

的
な
構

造
と
し
て
計

画
さ
れ

て
い
る
。
又

は
，
特

殊
な
施

設
で
必

要
な
機

能
等

が
満

足
さ
れ

る
計

画
で

あ
る

適
切

な
構

造
，
機

能
と
し
て
計

画
さ

れ
て
い
な
い

標
準

的
な
構

造
が

確
保

で
き
な
い
お

そ
れ

が
あ
る
。
又

は
，
特

殊
な
施

設
で
必

要
な
機

能
等

が
満

足
さ
れ

な
い

お
そ
れ

が
あ
る

評
点

（
各

係
数

の
積

×
1
0
0
倍

）
1
3
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